	保護者のみなさまへ
学校保健安全法施行規則により「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぎ、症状を重症化させないために、登校できない期間になっています。これらの感染症（『学校感染症と出席停止期間の基準』参照）の可能性があり、欠席させる場合には必ず学校へ連絡をしてください。また、診断結果についても速やかにご連絡をお願いします。

学校感染症であると医療機関で診断されて「学校感染症による出席停止届」を提出した場合、出席停止扱いとなります（欠席とならない）。医師の指示により、他へ感染させるおそれがなくなり生徒を登校させる際は、保護者が以下の「学校感染症による出席停止届」に記入して担任へ提出してください。

※病気の状況により、医師の証明書を提出していただく場合があります。


学校感染症による出席停止届

令和　　　年　　　月　　　日
　東京都立若葉総合高等学校長　殿

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　年　　　組　　　番の　　　　　　　　　　　　　　　は、下記のとおり出席停止であることを届け出ます。

１　期　間　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）から

　　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）まで

２　理　由

（１）診断名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（インフルエンザは「型」も記入）
　　　登校許可について医師の指示内容等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）受診日　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）
（３）医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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